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2025年度日商マスター募集要項 

 

１．趣旨 

近年、ビジネス現場では、ＩＴ・ＤＸが進展し、特に生成ＡＩの活用が急速に進ん

でいます。企業では、高いデジタルスキルを持った即戦力となり得る人材が、より一

層求められるようになる一方で、その育成や確保が課題となっています。こうした中、

人材育成のすべてまたは一部をアウトソーシングする企業が増えており、教育・訓練

サービス事業は本格的な質的競争の時代を迎えております。そのため、各事業者にお

いては、サービスの質の向上を図ることが何より重要であり、自社の人材育成に資す

る高度なスキルを持った指導者のニーズがこれまでになく高まっています。 

日本商工会議所では、企業のデジタル人材育成に貢献できる指導力と実績を兼ね備

えた方を「日商マスター」として認定しています。 

 

＜日商マスターに求められるもの＞ 

下記は求める人材の一例ですが、質の高い指導ができる方を募集いたします。 

○企業実務を踏まえたデジタル人材育成の指導ができる方 

○企業の人材育成ニーズに応えられる“研修インストラクター” 

※近年における日商検定の指導歴があることが望ましい 

 

２．「日商マスター」の認定要件 

日商マスターの認定には下記の５つの要件を満たすことが必要になります。 

（１）「日商ＰＣプロフェッショナル認定証」を取得していること 

（２）日本商工会議所が指定する集合研修に参加すること 

（３）｢日商簿記初級以上｣または｢日商原価計算初級」または「電子会計実務検定３級

以上」を取得すること 

（４）【第１次試験】指導実績リスト・レポートを提出し、一定基準以上の評価を得る 

こと 

（５）【第２次試験】面接で認定要件を満たしていると評価されること 

※ （３）については、（４）の終了時までに取得していることが必要です。その期間

が短いため事前に取得しておくことを推奨します。 

 

３．日商マスター認定までの流れ 

2025年度実施スケジュール・認定までの流れ（ＰＤＦ）で図解しています。 

（１）「日商ＰＣプロフェッショナル認定証」の取得 

  日商ＰＣ検定「文書作成」「データ活用」「プレゼン資料作成」の３試験いずれも

２級以上に合格したうえで、申請のあった方に交付している認定証です（交付に係

る手数料は無料）。詳細は以下ＵＲＬをご参照ください。 

https://www.kentei.ne.jp/pc/certificate 

https://www.kentei.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/2025mschedule.pdf
https://www.kentei.ne.jp/pc/certificate
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（２）集合研修への参加 

集合研修は年１回、東京にて実施いたします。 

本年度の開催内容、申込方法等詳細については、2025年度日商マスター集合研修

の開催案内をご確認ください。 

※集合研修を受講された当該年度を含め３年間、下記（３）（４）（５）のご案内

をいたします。 

 

（３）｢日商簿記初級以上｣または｢日商原価計算初級｣または｢電子会計実務検定３級

以上｣の取得 

 取得された際の合格証のコピーまたは合格証明書のコピーを、（４）指導実績リ

スト・レポートとともにご提出いただきます。 

  

（４）【第１次試験】指導実績リスト・レポートの提出 

現在までに行ってきた指導（研修等）の内容、ポイント、結果、評価等について

まとめていただきます。 

第１次試験では、指導実績リスト・レポートをもとに、指導目的の達成のために

どのような点で工夫をしたか、指導対象のニーズに合った適切な指導ができたか等

について評価いたします。 

 

（５）【第２次試験】面接試験 

第２次試験は、日本商工会議所（所在地：東京）にて面接試験を実施いたします。

試験委員から、第１次試験でご提出していただいた指導実績リスト・レポートの内

容について問い、指導者としての問題解決力や実践力などを評価いたします（受験

料：10,480円（消費税 10％込）※１次試験分も含む）。 

この面接試験に合格された方を「日商マスター」として認定いたします（認定期

間３年、登録料：33,500円（消費税 10％込））。 

 

４．日商マスター認定後 

2025年度の第２次試験合格者は、2026年４月１日～2029年３月 31日までの３年間、

「日商マスター」の称号を用いることができます。また、集合研修（上記３.（２）

に該当）に無料にてご招待いたします。 

 

なお、日商マスターの資格は３年ごとの更新制度を設けており、更新要件を満たし、

登録料を納入いただくことで、資格を継続・更新することができます。詳細は、更新

対象者宛てに、当該年度に通知いたします。 

以 上 

https://www.kentei.ne.jp/49457
https://www.kentei.ne.jp/49457

